
　町では、住民サービス向上のため毎週木曜日は窓口業務を午後７時まで行って
います。業務内容は、取扱い件数や問い合わせが多い業務に限定して行っていま
す。開設する部署と主な取り扱い業務は次のとおりです。

■ 毎週木曜日の時間外窓口（午後７時まで）
開設する部署 主な取り扱い業務

税務住民課
税務班 各種証明の発行（所得証明、納税証明など）、納税相談

住民班 各種証明の発行（戸籍、住民票、印鑑登録証明書など）
※電子証明書など一部に取り扱えないものがあります

保険健康課 保険年金班

国民健康保険（加入・脱退、給付の手続き）
後期高齢者医療（加入・脱退、給付の手続き）
国民年金（加入・申請の手続き）
　　　　　　　　　　※日本年金機構に確認が必要な場合を除きます
乳幼児医療・障害者医療・ひとり親家庭医療（加入・脱退、給付の手続き）

福祉人権課
福祉高齢者班

介護保険（申請、相談）、高齢者福祉サービス（申請、相談）
生活保護の申請、身体障害者・知的障害者の援護
精神障害者保健福祉手帳・通院医療の申請

児童人権班 保育所の入所・退所の手続き（広域保育を除く）
児童手当の手続き、児童扶養手当の手続き、特別児童手当の手続き

上下水道課 上水道班 水道に関すること全般

会計課 会計班 税金や料金などの納付（介護保険料と県税を除く）
　　　　　　　※鞍手町が発行している納付書による納付に限ります

※上記以外の業務は、事前に担当課までお問い合わせください。

毎週木曜日は午後７時まで開設

　

Information

時間外窓口が便利です

役場
からのお知らせ
役場総務課☎42局2111番

出前講座と
時間外窓口の
お知らせです

　町では、現在、住民参画による
まちづくり、開かれた町政という
観点から「まちづくり出前講座と
町長との対話集会」について取り
組んでいます。
　「まちづくり出前講座」とは、町政や公的な制度な
どについて理解を深めていただくもので、実際に町
の職員がみなさんの元へお伺いして講師となり話を
するものです。また、講座のジャンルには、「町長と
の対話集会」、通称キャッチボールトークを加え、町
政に関するテーマについて住民のみなさんと意見交
換を行う機会をつくります。

まちづくり出前講座

　出前講座を申請したい場合は、町内に住んでいる人、
勤務している人などで構成された 10 人以上の団体やグ
ループで次の要領で申し込んでください。
①受講を希望するメニューを選ぶ
②開催日時は 12月 28日から翌年１月４日を除く午前９
　時から午後９時までの連続した２時間以内の中から日
　程を決める
③申請書に必要事項を記入し（ホームページからも申し
　込み可）、30日前までに総務課へ申し込み

■講座メニュー
　講座のメニューは、「町長との対話集会」をはじめ
次のような講座のジャンルを準備しています。

ジャンル 講座内容

まちづくり  キャッチボールトーク、町の財政につ 
 いて２講座

防災・防犯  防災や防犯知識について２講座

くらし  消費生活講座、下水道事業、確定申告 
 やごみのリサイクルについて６講座

人権   男女共同参画について
子育て  子育て支援制度について

文化・教育  鞍手町出前歴史講座や文化財探訪講座
 など３講座

健康づくり  生活習慣病予防や介護予防講座など８講座

福祉・保険制度  介護保険や障害者福祉、国民健康保険
 制度など４講座

その他  ふれあい・いきいきサロン
見学  浄水場施設見学
※その他の講座の内容については、お問い合わせください。
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